
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      平成２９年７月２５日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） ＧＸ５．３口金を使用したＬＥＤ電球 

１ 当該商品等の概要 
 
○用途、機能、性能 
 一般家庭で使用されるＬＥＤ電球。 
 
 
 
 
 
 
○構造、仕様、意匠 
 定格電圧がＡＣ１００Ｖ、定格消費電力が１Ｗ以上の一般家庭で使用される電

球形状のＬＥＤ電球であり、ＧＸ５．３口金を使用している。 
 
 
 
 
 
○主な使用者、販売先 
一般消費者 

 
 
 
 

２ 対象・非対象の解釈 

 

電気用品安全法上、非対象として取り扱う。 

 

 

 

（理由） 

 当該ランプのＧＸ５．３口金は、ＪＩＳ Ｃ８１５６の対象範囲の口金又はそれ

に類似する形状の口金ではないため、「ＪＩＳ Ｃ８１５６（２０１１）に規定す

る一般照明用電球形ＬＥＤランプ」に該当しないと解釈し、非対象として取り扱う

ことが妥当と判断する。 

 

 

 

 
 


